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退
職
医
療
制
度

　

退
職
医
療
制
度
と
は
、
長
い
間
、

会
社
や
役
所
な
ど
に
勤
め
、
退
職

し
て
国
保
に
加
入
し
た
人
は
、
65

歳
に
な
る
ま
で
の
間
、
退
職
者
医

療
制
度
に
よ
る
医
療
を
受
け
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
方
は
、
①
国
民
健

康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方　

②

65
歳
未
満
の
方　

③
厚
生
年
金
や

各
種
共
済
組
合
な
ど
の
年
金
を
受

け
ら
れ
、
そ
の
加
入
期
間
の
合
計

が
20
年︵
ま
た
は
40
歳
以
降
10 
年
︶

以
上
あ
る
方
の
３
つ
の
条
件
の
す

べ
て
に
当
て
は
ま
る
人
、
お
よ
び

そ
の
被
扶
養
者
︵
所
得
制
限
有
り
︶

が
、
こ
の
制
度
の
適
用
を
受
け
ら

れ
ま
す
。

退
職
被
保
険
者
と
な
る
日

　

年
金
の
受
給
権
が
発
生
し
た
日

︵
60
歳
以
上
の
方
は
誕
生
日
の
前

日
・
60
歳
未
満
の
方
は
裁
定
月
の

初
日
︶
が
、
退
職
被
保
険
者
と
な

る
日
で
す
。
受
給
権
が
発
生
し
、

年
金
保
険
者
に
裁
定
︵
決
定
︶
請
求

す
る
と
年
金
証
書
が
送
ら
れ
て
き

ま
す
。
証
書
を
受
け
取
っ
た
ら
14 

日
以
内
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

︵
印
鑑
、
保
険
証
、
年
金
証
書
が
必

要
で
す
。︶

窓
口
負
担
割
合
（
一
部
負
担
金
）

・
退
職
被
保
険
者
お
よ
び
被
扶
養

者　
　
　
　
　
　
　

⋯
⋯
３
割

・
小
学
校
就
学
前
の
被
扶
養
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　

⋯
⋯
２
割

退
職
者
の
保
険
税

　

退
職
被
保
険
者
の
保
険
税
は
、

一
般
の
国
保
の
被
保
険
者
の
場
合

と
同
じ
で
す
。

︻
問
い
合
わ
せ
先
︼

健
康
推
進
課
国
保
年
金
班

☎
82-

４
１
１
１

内
線
１
３
６
、
１
３
７

介護保険からのお知らせ

第１段階

第２段階

第３段階

第４段階

老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の方または生活保護受給者

世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万
円以下の方

世帯全員が市民税非課税で、利用者負担第２段階に該当しない方

上記以外の方

１５,０００円

１５,０００円

２４,６００円

３７,２００円

利 用 者 負 担 段 階
高額介護サービス費の
負担上限額（月額）

居住費・食費の負担限度額の申請はお済みですか？
　介護保険施設に入所している方（ショートステイを含む）の居住費・食費は全額自己負担ですが、所得の低い方（下表の利用
者負担段階が第１段階～第３段階に該当する方）は、申請により負担が軽減されます。

　負担の軽減を受けるには、介護保険担当窓口に申請をして、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けることが必要です。

※負担限度額の有効期限は、申請月から６月末日までとなり毎年度手続きが必要です。

高額介護サービス費の支給について
　介護保険では、同じ月に利用したサービスの、１割の利用者負担の合計額（同じ世帯に複数の利用者がいる場合には、世帯
合計額）が、下表の負担上限額を超えたときは、超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。

　高額介護サービス費の支給を受けるには、介護保険担当窓口に「高額介護サービス費支給申請書」の提出が必要です。

※入所・入院（ショートステイ）の食費・居住費、差額ベッド代、日常生活費等の費用、住宅改修および福祉用具購入の自己負
担分は高額介護サービス費の支給対象になりません。

利用者負担段階と高額介護サービスの負担上限額

● 問い合わせ先／健康推進課　介護保険班　☎８２－９５３３


